
変更手続き一覧

業務管理体制の整備
(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者)

遅滞なく

届出書 添付書類 届出書 添付書類 届出書 添付書類 届出書

施設・事業所の名称
保育所等変更届

（変更後１カ月以内に提出）

・運営規程（変更前・後）の写し
※変更後の運営規程には、変更箇所に下
線を引くなど、変更内容がわかるように
してください。

長岡市特定教育・保育施設等申請事項変更届
（第５号様式（第４条関係））

・運営規程（変更前・後）の写し
※変更後の運営規程には、変更箇所に下
線を引くなど、変更内容がわかるように
してください。

特定子ども・子育て支援施設等確認変更届
（第７号様式（第４条関係））

・運営規程（変更前・後）の写し
※変更後の運営規程には、変更箇所に下
線を引くなど、変更内容がわかるように
してください。

子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整
備に関する事項の届出書（届出事項の変更）

（第２号様式（第３条関係））

施設・事業所の所在地 〃

・運営規程（変更前・後）の写し
※変更後の運営規程には、変更箇所に下
線を引くなど、変更内容がわかるように
してください。

〃

・運営規程（変更前・後）の写し
※変更後の運営規程には、変更箇所に下
線を引くなど、変更内容がわかるように
してください。

〃

・運営規程（変更前・後）の写し
※変更後の運営規程には、変更箇所に下
線を引くなど、変更内容がわかるように
してください。

〃

設置者・申請者の名称 － － 〃

・理事会・評議員会の議事録の写し
・定款、寄附行為等
・登記事項証明書（登記に時間を要する
場合は、後日提出してください）

〃

・理事会・評議員会の議事録の写し
・定款、寄附行為等
・登記事項証明書（登記に時間を要する
場合は、後日提出してください）

〃

主たる事務所の所在地 － － 〃

・理事会・評議員会の議事録の写し
・定款、寄附行為等
・登記事項証明書（登記に時間を要する
場合は、後日提出してください）

〃

・理事会・評議員会の議事録の写し
・定款、寄附行為等
・登記事項証明書（登記に時間を要する
場合は、後日提出してください）

〃

設置者の代表者 保育所等変更届
・理事会・評議員会の議事録の写し
・登記事項証明書（登記に時間を要する
場合は、後日提出してください）

〃

・理事会・評議員会の議事録の写し
・登記事項証明書（登記に時間を要する
場合は、後日提出してください）
・誓約書（確認（給付）変更用）

〃

・理事会・評議員会の議事録の写し
・登記事項証明書（登記に時間を要する
場合は、後日提出してください）
・誓約書（確認（無償化）変更用）

〃

定款、寄附行為及び登記事項証明書又は条例等 － － 〃

・理事会・評議員会の議事録の写し
・定款、寄附行為等
・登記事項証明書（登記に時間を要する
場合は、後日提出してください）

〃

・理事会・評議員会の議事録の写し
・定款、寄附行為等
・登記事項証明書（登記に時間を要する
場合は、後日提出してください）

－

建物の構造及び図面並びに設備の概要
保育所等変更届

（用途変更のみの場合は不要）

・配置図（屋外遊戯場面積が確認できる
もの）、施設の平面図（保育室、遊戯
室、乳児室、ほふく室の配置・面積がわ
かるものであること。）
・面積増減表・遵守状況
・登記事項証明書、賃貸借契約書等の写
し（必要に応じて添付）
・建築確認済証、検査済証等の写し（必
要に応じて添付。工事完了後で可）

〃

・配置図（屋外遊戯場面積が確認できる
もの、用途変更のみの場合は不要）、施
設の平面図（保育室、遊戯室、乳児室、
ほふく室の配置・面積がわかるものであ
ること。）
・面積増減表・遵守状況

－ － －

施設事業所の管理者（施設長） 保育所等変更届

・新施設長の履歴書、資格証の写し
・施設長調書兼就任確約書（地域型保育
事業者のうち、社会福祉法人や学校法人
以外が経営している場合は、(福)(学)以
外用を使用してください）

〃
・新施設⻑の履歴書、資格証の写し
・誓約書（確認（給付）変更用）

特定子ども・子育て支援施設等確認変更届
（第７号様式（第４条関係））

・新施設⻑の履歴書、資格証の写し
・誓約書（確認（無償化）変更用）

子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整
備に関する事項の届出書（届出事項の変更）

（第２号様式（第３条関係））
※法令遵守責任者を施設長としている場合は必要
（責任者を法人理事長等にしており、管理者の変

更による影響がない場合は不要）

認可定員 〃

・各室面積基準の遵守状況
・職員配置計算書
・配置図（屋外遊戯場面積が確認できる
もの）、施設の平面図（保育室、遊戯
室、乳児室、ほふく室の配置・面積がわ
かるものであること。）
・理事会議事録（認可定員の増加を決定
したことがわかるものであること。）

ー － － － －

運営規程
※年に１度の利用定員変更のみであれば、手続
き不要です。それ以外の項目に変更が生じた場

合は、手続きをお願いします。

〃

・運営規程（変更前・後）の写し
※変更後の運営規程には、変更箇所に下
線を引くなど、変更内容がわかるように
してください。

長岡市特定教育・保育施設等申請事項変更届
（第５号様式（第４条関係））

・運営規程（変更前・後）の写し
※変更後の運営規程には、変更箇所に下
線を引くなど、変更内容がわかるように
してください。

－ － －

施設型給付費の請求に関する事項
（債権者登録事項の変更）

※設置者の代表者、主たる事務所の所在地、施
設・事業所の名称を変更する場合は手続きが必

要となります。

－ － 〃 ・債権者登録（変更）申請書 － － －

役員の氏名、生年月日及び住所 － － 〃
・役員一覧（役員の氏名、生年月日及び
住所が確認できるもの）
・誓約書（確認（給付）変更用）

特定子ども・子育て支援施設等確認変更届
（第７号様式（第４条関係））

・役員一覧（役員の氏名、生年月日及び
住所が確認できるもの）
・誓約書（確認（無償化）変更用）

－

法人格を有することを証する書類
保育所等変更届

（変更後１月以内に提出）
・変更後の法人格を有することを証する
書類

－ － － － －

連携施設の名称（地域型保育事業のみ） － －
長岡市特定教育・保育施設等申請事項変更届

（第５号様式（第４条関係））
・変更後の連携施設との協定書の写し － － －

※記載の書類以外にも書類の提出を求める場合がございます。

確認（給付）
(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者)

変更後10日以内に届出が必要

確認（無償化）
（特定子ども・子育て支援施設等）

変更後10日以内に届出が必要
変更事由

認可
（保育所・地域型保育事業者）

原則あらかじめ提出が必要
※事後のものは別記


